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 千 葉 県 立 農 業 大 学 校 管 理 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 
○ 千 葉 県 立 農 業 大 学 校 管 理 規 則 （ 平 成 二 十 三 年 千 葉 県 規 則 第 九 十 八 号 ） に 関 す る 資 料 

改 正 案 現 行 

  

附 則 附 則 

１ ・ ２ 略 １ ・ ２ 略 

（ 条 例 附 則 第 三 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 期 間 ） （ 条 例 附 則 第 三 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 期 間 ） 

３ 条 例 附 則 第 三 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 期 間 は 、 令 和 三 年 四 月 二 十 六 日 か

ら 令 和 四 年 十 一 月 三 十 日 ま で と す る 。 

３ 条 例 附 則 第 三 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 期 間 の 始 期 は 、 令 和 三 年 四 月 二 十

六 日 と す る 。 

  

 


